
（21）

 「居場所」としての学校を考える 

 齊　藤　友　昭・荒　川　　　学 

 報告・発表内容 

 １．はじめに　
２．毎年 23万人を越える「学校（居場所・学びの場）難民予備軍」
がいる？！ 
３．居場所としての学校　　
（1）正論と現実問題の間で
（2）当学園の「居場所づくり」への挑戦と責任
（3）児童・生徒の「居場所」と「自信」を回復させるために
　　－５つのステップ・声掛け・スタンス・各部署の存在意義－
（4）創立者の価値観（七つの黄金律）によって
（5）「安心感」を与え「ニーズ」に応える学校が選ばれる　
　　－当学園キャッチ・フレーズ「やっと見つけた！自分の居場所！」から－
４．児童・生徒の「学校（居場所・学びの場）難民化」を防ぐために　
　　－３つの問題提起－
５．松実高等学園  初・中・高等部校舎と卒業生の主な進路先

１.  はじめに

　松実高等学園（以下当学園）は、2003 年（平成 15年）に埼玉県春日

部市で、「フリースクール」および「通信制高等学校のサポート校（以下

サポート校）」として創立されました。中学校や高校で「不登校」や「高

校中退」を経験する生徒（保護者）たちの、単なる相談窓口になることに

止まらず、既存の学校に合わない生徒たちの実際の受け皿、つまり「新た

な学習の場」として、その存在をスタートさせました。

　しかし、現在でこそ世間に広く認知されている「フリースクール」と「サ
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ポート校」は、その当時は大変目新しく、あらゆる面で保守的な教育界に

おいては極めて異質な存在でした。開校して生徒の受け入れを開始しても、

すぐに生徒が入学してくるわけではなく、初年度 1年間の生徒数は、中

学生 2名と高校生 5名の計 7名のみでした。アットホームな雰囲気の中

で、教員は、生徒一人ひとりに寄り添い、じっくりと生徒の話に耳を傾

け、否定せず、長所も短所も丸ごと受け止めました。今思えば、生徒数が

少なかったこの時期は、学園の根本となる生徒指導、教科指導、進路指導

や、様々な支援のスタンス・スタイルの理想的なあり方を試行錯誤、四苦

八苦しながら練り上げる貴重な時間でした。

　2007 年度（平成 19年度）には、組織の拡大により、個人による経営

から株式会社での経営に切り替わりました。その翌年度から小学生の受け

入れも開始し、今ではそれぞれ独立した校舎を持ち、独自の教育活動を展

開する「初等部」「中等部」「高等部」「学修院＊1」が揃いました。創立当

初は「フリースクール」「サポート校」という、既存の学校の補完的立場

でのスタートでしたが、現在では初・中等部を「文部科学省通達適用校＊２」

「オルタナティブ・スクール＊３」、また高等部を「通信制高等学校技能連

携校＊４」として位置付ける学園にまで成長・拡大しました。

　今年度で創立 14年目を迎え、下表のとおり 300 名を越す児童・生徒が

在籍しています。更に年度途中での入学者（転入生・編入生等）も多くい

るため、年度末には 350 名程度の児童・生徒数になる見通しです。

部署名 対　象 児童・生徒数 　　　　社会的立場・意義

初等部 小学生 約 20名 文部科学省通達適用校＊２

オルタナティブ・スクール＊３

中等部 中学生 約 100 名 文部科学省通達適用校
オルタナティブ・スクール

高等部 高校生 約 200 名 通信制高等学校技能連携校＊４

学修院 ＊１ 高校
既卒生 若干名 高校既卒生の進学・就職支援事業

高校既卒生の社会的自立支援事業
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＊１　高校既卒生が、社会的自立を確かなものとする為に、1年間程度、必要な「学習」
「ソーシャルスキルトレーニング」「就労体験（アルバイト体験）」等を行えるよ
う実験的に設置している部署

＊２　平成 4年文部省通達（在籍小・中学校長が相応しいと認める在籍校外の民間施
設や公的機関に、不登校児童・生徒が入学・通所し、相談・指導を受けること
で指導要録上の「出席扱い」とする内容。実習用通学定期の発行も認められる）
が適用される学校

＊３　既存の教育手法（公・私立小中学校）ではなく、「自ら選択（セルフ・セレクティブ）」
する学校（学園）という位置付け

＊４　都道府県から指定を受け、通信制高等学校との「連携」により職業に関する教
科（当学園では商業）を学びながら普通科目を併習し、高校卒業資格を得る教
育施設。登校形態は全日制高等学校と同様

　創立から 1,000 名ほどが卒業し、職業を通じて社会で活躍する卒業生

も多くいます。

　また、前述のとおり、創立当初は教育界では異質な存在でしたが、14

年目の現在でもやはり異質な存在のままであるように感じます。それは自

虐的な意味合いではなく、むしろ肯定的に捉えた上でのことです。社会的

な認知度や知名度は、当然その当時よりも上がりましたが、既存の学校と

は良い意味で肩を並べずに独自のスタイルを貫いているからです。今後も

児童・生徒の新たな学習の場を創造するため、革新的学校経営手法で、教

育界に新たな一石を投じ続ける存在でありたいと思います。

　さて、この論考は、「児童・生徒・学生をとりまく教育環境の変化 －学

校・地域・家庭 ― 」をテーマとした聖学院大学主催のシンポジウム用に

作ったものです。都合上、テーマ内「教育環境」の部分を、「居場所」に

置き換えて論考を進めさせていただくこと、予めお断り申し上げます。

２．毎年23万人を越える「学校（居場所・学びの場）難民予備軍」がいる?!

　まず、「難民予備軍」という、やや過激な表現をすることをお許しくだ

さい。

　我が国の小学校、中学校、高等学校では、一年間に「不登校」や「高校

中退」を経験する児童・生徒はどれくらい存在するでしょうか。
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【2013 年（平成 25年）度】

児童・生徒数（人） 不登校（人） ％ 中退（人） ％

小学生 6,676,920 24,175（276 人に 1人） 0.36

中学生 3,552,455 95,442（ 37 人に 1人） 2.69

高校生 3,324,772 55,657（ 60 人に 1人） 1.67 59,923 1.7

計 13,554,147 175,274 59,923
＊平成 25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」から

　上表から、「不登校」175,274 人、「高校中退」59,923 人、合計

235,197 人であることが分かります。

　しかし、以下 2点から、実態的には、「不登校児童・生徒」はこの数字

以上に存在すると考えることが自然です。

　1点目は、文部科学省が定義する「不登校」の条件にあります。「何ら

かの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しな

い、あるいはしたくともできない状況にあるため年間 30日以上欠席した

者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」としており、これ

は例えば、学校に行き渋っていても、欠席日数が年間 30日以下であれば

「不登校児童・生徒数」にはカウントされないこと、また、病気や経済的

なことが理由で欠席していれば同じく「不登校児童・生徒数」にはカウン

トされないことを意味します。範囲を明確にするために定義付けは必要で

あると理解できますが、それによってカウントされてはいないが、「ほぼ

不登校状態」である児童・生徒の存在が見え隠れします。

　2点目は、当学園に教育・入学相談に来る児童・生徒、保護者の声（実

情）にあります。その相談からは、「学校に行けない」「学校に行きたくな

い」と感じながら、極限の精神状態でなんとか登校している児童・生徒

や、出席と欠席を繰り返しながらも必死に登校している児童・生徒の存在

があることを思い知らされます。これも 1点目同様に「不登校」の数に

カウントされない状態の児童・生徒が多数存在することを表します。以上

2点が、文部科学省が示す数字以上に「不登校児童・生徒」が存在すると
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考える根拠であり、それと同時に、よりきめ細やかに児童・生徒の内実・

実情を見ていく必要性が分かってきます。

　ここでは一応、上記の文部科学省が出している数字をそのまま使って分

析しますが、それでも大変多くの「不登校児童・生徒」と「高校中退者」

が出ていることが分かります。聖学院大学の設置地である上尾市の人口（約

22万 5千人）と、当学園の設置地である春日部市の人口（約 23万 1千人）

をも上回る数であると言えば少しは実感が湧きます。在籍する学校に「行

きたくない」「行けない」「行かない」「辞めたい」などと感じている 23

万人以上の「不登校児童・生徒」「高校中退者」、つまり学校に居場所を求

められない児童・生徒たちが存在します。これを「学校（居場所・学びの

場）難民予備軍」と位置付けられるでしょう。

　ただし、「不登校」「高校中退」を経験している児童・生徒は即「学校（居

場所・学びの場）難民」になるわけではありません。それは、その経験を

人生の一つの「ターニングポイント」として捉え、自分に合う場を求め、

発展的に学校（居場所・学びの場）を変える（転入・編入等）児童・生徒

が存在するためです。それにより、「学校（居場所・学びの場）再獲得」

するのです。（当学園の場合、小・中学生は在籍する小・中学校に籍を置

きながら入学するため、正式な意味での「転入」「編入」には該当しない。）

　その一方で、それが何らかの理由で不可能な場合は、いよいよ「予備軍」

が外れ、「学校（居場所・学びの場）難民」となります。それは、学校に

籍はあっても、実質的・実体的な存在が無い状態の児童・生徒を指し、実

は潜在的に多数存在します。高等学校では、出席日数や修得成績単位に

よって原級留置（いわゆる留年）や他校への転校という措置が在籍途中に

考えられ、「不登校」には何らかの刺激を与えられることが多くあります

が、小学校・中学校は義務教育期間であり、何らかの事情で不登校状態に

なっていても、特別な措置を講じない限りは（登校が無い状況でも）事実

上「進級・卒業する」システムになっています。それが「不登校」を長期

化させる一つの要因となります。その不登校期間は学業的・経験的・人間
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関係的空白期間となり、家の中に閉じこもる・引きこもる、もしくは自宅

外での遊び・非行へと繋がっていく傾向が見られます。これに対して保護

者、学校、必要であれば行政は、個々の事情に応じた対応を取ることを必

要とされますが、それが十分になされずに時間だけが経過していき、結果

的に「学校（居場所・学びの場）難民」となっていくケースがあります。

下はそのイメージです。

不登校・高校中退
【学校（居場所・学びの場）難民予備軍】

他の学校への転入・編入など
【学校（居場所・学びの場）再獲得】

実質的・実体的な所属先無しの状態
【学校（居場所・学びの場）難民】

　「学校（居場所・学びの場）難民」が、「遊び・非行傾向の悪化」とい

うケースへと繋がり、最悪の事態を引き起こした一例として、数か月前に

同じ埼玉県内某市で発生した、複数の少年らによる「リンチ殺人事件」が

挙げられます。各種報道等によると、この事件の加害者と被害者は、双方

とも中学・高校において、「不登校」「高校中退」を経験し、その中の複数

名の保護者はある時に然るべき機関に教育相談をしていたということが分

かってきました。これは、まさに「学校（居場所・学びの場）難民化」を

避けようと思った保護者の行動と見ることができます。しかし、それは残

念ながら実を結びませんでした。「タラ、レバ」は無意味としても、最悪

のシナリオはいつか、どこかで、誰かが防止できた可能性があることを考

えると、大変惜しく見逃すことができない事例です。
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　このことからも、児童・生徒には「居場所（学びの場）」としての学校

が大変重要な存在であることが明確に分かります。その大変重要な「居場

所」である学校を、毎年 25万人程度（中核都市の全人口以上）の児童・

生徒が喪失している・喪失しそうになっている現状が浮き彫りになってい

ます。しかも、これは今に始まったことではありません。文部科学省、教

育委員会、小・中・高等学校は、この現実を深刻な問題と捉え、いかに具

体的な方策を取るのか、ここ数年来その対応に注目が集まっています。確

かに様々な議論がなされ、その度に改善案や対策案が出されてはいます

が、不登校児童・生徒数、高校中退者数を抜本的に減少させる効果は生じ

ていません。

　参考のため、高校生の「不登校生徒数」をカウントし始めた 2004 年（平

成 16年度）の数値を下記に載せます。まず、少子化の影響による児童・

生徒数の減少（9年間で約 100 万人減少）に驚愕させられますが、それ

と同時に「不登校」「高校中退」の発生率には、約 10年前から大きな変

化が出ていないことが分かります。
参考資料【2004 年（平成 16年）度】

児童・生徒数（人） 不登校（人） ％ 中退（人） ％

小学生 7,200,933 23,318（309 人に 1人） 0.32

中学生 3,663,513 100,040（37 人に 1人） 2.73

高校生 3,711,062 67,500　（55 人に 1人） 1.82 77,897 2.1

計 14,575,508 190,858 77,897
＊平成 16年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」から

３．居場所としての学校　　

（１）正論と現実問題の間で

　「自分の居場所は自分でつくるものだ」と言われます。時代、地域を問

わず普遍的な正論です。その言葉どおり「しっかりと」「確実に」それが
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できる人は世の中に多く存在し、また、そのような人々はその安心感・安

定感から、経済的・精神的な余裕を持ち、更には自分を脅かすような「居

場所問題」を予測し、効果的な予防策を講じることが可能となる「正の連

鎖」を自己生産できるケースもあります。

　しかし現在は、それ（自分の居場所は自分でつくる）を当たり前とする

ことを「たいへん難しい」と感じる人が多く存在します。世界に目を向け

ても、荒波の海を命からがら渡る難民がいます。彼・彼女らは、明日の「居

場所」を求めることに必死です。「居場所」作りはまさしく命がけの作業

です。我が国ではそこまで差し迫っていないにせよ、やはり深刻な問題が

存在します。前述した「不登校」と「高校中退」問題から見える小・中学

生と高校生の「居場所問題」だけでなく、例えば待機児童問題という赤ちゃ

んの「居場所問題」、長寿・高齢化により発生する介護や年金などのお年

寄りの「居場所問題」など、生まれたばかりの乳幼児からやがて最期を迎

えるお年寄りまで、まさに老若男女問わずこの「居場所問題」に脅かされ

ているのです。手を変え、品を変え迫ってくる数々の「居場所問題」に巻

き込まれたことで歯車が狂い、そこから「負の連鎖」を止められずに、更

に拡大させていくというケースすらあります。

　このことから、「自分の居場所は自分でつくる」この正論は、強烈な自

己責任論であることが分かります。うまくいっている場合はそれで済みま

すが、そうでなくなると大変厳しい問題に直面させられるのです。

　また、これは、自信がある者は居場所を持ち、居場所がある者は自信を

持つ。逆に自信がない者は居場所を持ちづらく、居場所を持ちづらい者は

自信を持てない、という「勝ち組」「負け組」の論理にも似た要素がある

と言えるでしょう。

　ここまで、いかに「不登校」「高校中退」の問題が深刻なものであるか

について検証し、また、「居場所」における正論と現実問題の間で、世代

を問わず「生きづらさ」を感じさせられることの多い現代社会に生きてい

ることが分かってきました。次項では、小・中学生の「居場所問題」であ
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る「不登校」「高校中退」問題に学校として取り組む当学園の実践に触れ

たいと思います。

（２）当学園の「居場所づくり」への挑戦と責任

　義務教育という言葉と、高校進学率 98％という数字が、「子どもは学校

に行くものだ」という意識をいまだに根強く支えます。だから、不登校児

童・生徒や高校中退者は、家族、地域、学校の中ではある種「異端児」扱

いを受けることが多く、それにより大きな喪失感を味わいます。喪失する

ものは大抵の場合、自分の「居場所」であり「自信」です。

　前項で、学校に「居場所」を失くしかけている児童・生徒を「学校（居

場所・学びの場）難民予備軍」と位置付け、そして「その経験（不登校・

高校中退）を人生の一つのターニングポイントとして捉え、自分に合う場

を求め、発展的に学校（居場所・学びの場）を変える（転入・編入等）児

童・生徒が存在する」としました。

　当学園の児童・生徒は、まさにそれに該当します。「不登校」「高校中退」

の要因・原因（下記「不登校」「高校中退」の原因・要因 10項目参照）は、

ほぼ同様に本人にとって「マイナス」であることが多いです。状況によっ

ては「死んだほうがマシと考えた」などという場合もあります。「居場所」

と「自信」をすっかり失った状態で当学園に訪れる児童・生徒も少なくあ

りません。

　このことから、必然的に当学園の教育は、まず、児童・生徒の「居場所」

と「自信」を回復させるということがベースとなります。それを第一段階

のベースにして、そこから、いかに発展させられるか、つまり児童・生徒

をどこまで成長（変化・変容）させられるかという第二段階があります。

更に言えば、第三段階として、児童・生徒はある年月を経れば「卒業」し

ていく定めであることから、卒業後のステージ（大学・専門学校・就職先

等）、つまり、将来にまで行き渡るような確かな教育が必要となるのです。

これは、とても難しいことへの挑戦であり、そしてその結果に対して重い
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責任を負うことにもなります。

　その一端として、当学園高等部コンセプトの一つを例示します。
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（３）児童・生徒の「居場所」と「自信」を回復させるために

　　　－５つのステップ・声掛け・スタンス・各部署の存在意義－

　当学園では、教員として最も大切な使命は「進路指導」であるというこ

とを念頭に置いて教育活動にあたります。それは、「高校を卒業して獲得

する卒業証書はあくまで手段であり目的ではない」ということです。「社

会的な自立」を目的として、それを見据えた進路指導が無い限り、学校は

ただ居るだけの場所に過ぎません。

　そうは言っても当学園には、前述の通り、「居場所と自信をすっかり失っ

た状態」で訪れる児童・生徒も少なくありません。入学後すぐに「進路指

導」を持ち込むことは現実的ではなく、まずは、「居場所」と「自信」の

回復に主眼を置き、その中に進路指導を溶け込ませていきます。結果的に

は両輪となるよう、下記のとおりのステップ・声掛け・スタンス・各部署

の存在意義を踏まえて教育活動を展開しています。

ステップ① 穏やかで優しい空気の漂うまるで「家庭」のようなあたたかな空
間づくり、「楽しい」「優しい」「居心地の良い」学園環境づくり

ステップ② 児童・生徒（保護者）と教員との絶対的信頼関係による安心感
づくり

声掛け例

「よく来たね」「無理しないで」「話してごらん」「話してくれて
ありがとう」
「ここまでよく頑張った」「一緒に考えよう」「大丈夫」「また明
日待っているよ」

スタンス 傾聴　共感　理解　支援　受容　認める　ほめる　一人ではな
いことを伝える

ステップ③

児童・生徒の過去（不登校・中退経験）からの脱却を手助けし、
今と未来を見つめる心構えづくり
好きなものや得意なことを見つけさせ、それに注力させる集中
力づくり

ステップ④ 失敗を糧にする「勁くしなやかな心」と「挑戦」「努力」による
達成感、成功体験の積み重ねによる勇気・自信づくり
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声掛け例

「最近笑顔が増えたね」「少しずつ前を向こう」「前向きになっ
てきたね」
「過去を笑って振り返ることができているね。克服できたなん
てすごいね」
「できなかったことができるようになるって嬉しいね」
「このままで良いと自分は思うの？悔しいと思うなら自分で考
えてみよう」

スタンス 守りから攻めに　未来志向　気付かせる　考えさせる　支援半
分指導半分

ステップ⑤ 児童・生徒の卒業後の社会的自立を考えた、「夢創造支援室」「進
路対策室」による具体的な未来づくり

声掛け例 個々の夢、進路に向けた具体的な相談や対策から発せられる必
要な言葉

スタンス 見守り　支援から指導へ　良い意味で突き放す　陰ながらの
フォロー
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各部署の存在意義

学園の目的

自立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共生

「関わった児童・生徒が将来的に社
会で自立すること」であり、その「社
会での自立」は下記の 2つである。
○経済的自立
就業し、「仕事」から得られる対価
（賃金）を稼ぐことにより自分の
生活基盤を築くこと。
つまり「物質的な豊かさ」を得る
営みである。
○精神的自立
精神的安定を保ち、自分に自信を
持ち他者を思いやる心を持つこと。
公共心、倫理観、責任感を持って
行動ができる心の軸と弾力性。
つまり「心の豊かさ」を得る営み
である。

「人数の多少に関わらず他者と共に
社会生活を送れること」であり、そ
の「他者との社会生活」は下記 2つ
で表現できる。
○和を以て貴しとなす
社会の中で他者と仲良く「調和」
していくこと。
納税すること。

○和して同ぜず
他者と「調和」することは重要だ
が、自分の信念や道理を忘れてま
で他者に合わせる必要はないとい
うこと。
自分を大切にすることで他者を大
切にできる。

大学・専門学校・就職・学修院その他

　　　　　　　　　　高等部　　　　　　　　　　
「将来的な自立を確実なものにするための、高等専門大学校的な学習の場」

中等部
「好きな分野・得意な分野の発掘と創造をし、様々なふれあい、新たな経験
により多彩で多面的な価値観を育む学習の場」

初等部
「心の教育・個性発展教育プログラムを通して、人間として生きていく土台
形成をする学習の場」

（４）創立者の価値観（七つの黄金律）によって

　当学園には、下記の「七つの黄金律」があります。これは、創立者松井

石根が定める数ある教職員必携のうちの一つであり、毎日おこなわれる教

職員朝礼開始時に唱和します。



「居場所」としての学校を考える

（34）

　この「七つの黄金律」に、創立者の「居場所（新たな学習の場）づくり」

に対する覚悟と決心が見えます。この価値観を全教職員で共有し、日々の

教育活動にあたることで、児童・生徒にとっての学校（居場所・学びの場）

としての存在感はより磨かれます。

一、私たちは教育は最大のサービス産業であり、児童・生徒・保護者・社会

に常に最大のサービスを提供し、納得する満足を獲得する。

二、私たちは創業の目的・学園の使命・教職員の使命・使命遂行のための行動・

学園の基本方針を徹底して実行する。

三、私たちは教育を通じ、社会に貢献する専門集団であり、社会に存在感の

ある最高の集団である。

四、私たちは若さ、情熱、信念、自信を持ち、自らが研鑽に務め、喧々諤々

の議論を通じ一致団結する大人の集団である。

五、私たちは常に本質（目的）に立脚して、目的達成の為には朝令暮改を厭

わず、常に脱皮を図る。

六、私たちは学園が評価される最大のバロメーターは「児童・生徒数」であり、

「児童・生徒数」に児童・生徒の評価・保護者の評価・社会の評価の結果

が表れることを認識する。

七、私たちは「学園でのサービスに満足する児童・生徒の絶対数」により、

学園での児童・生徒の学習環境の改善、保護者の経済的負担の軽減、教

職員の生活の安定・向上、学園の繁栄が約束されることを確認する。

　当学園の教職員は、これを絶対的な価値観として職務にあたりますが、

特に第一条の「教育は最大のサービス産業」「児童・生徒・保護者・社会

に常に最大のサービスを提供」、第四条の「喧々諤々の議論を通じて一致

団結する大人の集団」、第五条の「目的達成の為には朝礼暮改を厭わず、

常に脱皮を図る」、第六条の「学園が評価される最大のバロメーターは児

童・生徒数」「児童・生徒数に児童・生徒の評価・保護者の評価・社会の

評価の結果が表れる」という部分は、強く意識しておくべきことです。

　当学園は、前述のとおのり、株式会社により経営されています。これ

は、児童・生徒の学納金のみで経営されていることを意味し、当然納税の
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義務も生じます。税金により運営される公立学校や、「補助金」を受け取り、

しかも非課税の学校法人経営の私立学校などとは異なり、全ては経営努力

によります。

　しかし、それが創立者以下全教職員を本気にさせます。まず、補助金も

なくしかも納税しながら、我が国が有効な手立てをいまだに見つけられな

いで頭を悩ませている「不登校」「高校中退」の問題に対して、最前線で

取り組んでいるということに誇りを持ちます。強烈な表現をすれば、国の

怠慢を当学園が補填しているのです。自ずと公立学校や他の私立学校と価

値観が異なってくることは当然のことになります。自分たちの力で学園を

魅力的なものに創り上げなければ、児童・生徒は集まってきません。即ち

それは経営破綻を意味します。自分の仕事と児童・生徒の学校としての「居

場所」を奪ってしまうことになるのです。そこから、自分たちの働く環境

は自分たちで創り、守り、発展させるという責任感が芽生えるのです。こ

れは、仕事に圧倒的な誇りを持ちながら、全身全霊で教育活動に邁進する

スタッフが揃っていることを表し、その結果として児童・生徒からの厚い

信頼を受けることにより、児童・生徒数が毎年増加していることを証明す

るものです。

　一方、国は「不登校」や「高校中退」問題に対して、様々な議論をし、

対策案・改善案を出してはいますが、確実な手応えを感じられるような成

果・効果が出せないままです。

　これは、「実践」によりそれに向き合っている者と、「理論」でそれに向

き合っている者との明確な違いを表していることのように思えます。本気

で「深刻だ」「長期化している」と憂いているならば、児童・生徒の頭上

をかすめる「理論」を振りかざすよりも、児童・生徒の心の中に同居する

ような「実践」がいかに必要であることかを考えさせられます。

　黄金律第一条の「サービス」は、児童・生徒、保護者に媚びへつらうこ

とではなく、当学園も、児童・生徒、保護者も双方に納得する満足を獲得

するという意味なのです。
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（５）「安心感」を与え「ニーズ」に応える学校が選ばれる　

－当学園キャッチ・フレーズ「やっと見つけた！自分の居場所！」から－

　そもそも「不登校児童・生徒」や「高校中退者」およびその保護者は、

新たな学校（居場所・学びの場）を再獲得するにあたっては、何をポイン

トにしてそれを探し、決めているのでしょうか。当学園キャッチ・フレー

ズ「やっと見つけた！自分の居場所！」を手掛かりにして、それを解明し

ていきます。

　「やっと見つけた！」は、児童・生徒（保護者）が当学園と出会うまで

に経験してきた苦悩と困難を、そして「自分の居場所！」は、当学園入学

後に自らの手で確かにキャッチした「居場所」への安心感と力強さを連想

させます。特に「やっと」という言葉が、意味の深さを表しているように

思います。

　また、「不登校」「高校中退」の原因・要因は、児童・生徒によって異な

りますが、その当事者は新たな「居場所」としての学校を選ぶ上で、過去

の失敗や反省、つまずいた理由を土台にして、様々なチェック項目を持っ

て最適な場を選択しようとします。その様々な観点を大きく 2つに指標

化すれば、「安心感」と「ニーズ」です。「不登校」「高校中退」の問題に

直面していれば、ほとんどの場合、その精神状態は不安と不満に支配され

ています。それが自分に対するものか、学校に対して抱いているものかは

別としても、児童・生徒、保護者はとにかく、不安を「安心感」に変えて

くれ、そして、願望や期待などの「ニーズ」に応えてくれる場を求めてい

ます。
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「不登校」「高校中退」の原因・
要因 10 項目

（1）不安・無気力・情緒的混乱

（2）学力不安・学業不振

（3）生活習慣・リズムの不確立

（4）コミュニケーション手法・能力不足

（5）発達的課題（発達障害・学習障害等）

（6）教員・友人・先輩などとの人間関係

（7）家庭環境・親子関係

（8）遊び・非行傾向

（9）明確な原因・要因がない

（10）上記複合型

居場所としての

在籍小・中学校・高等学校

新たな居場所

(学びの場)を求める

☆ 居たい場所
☆ 居られる場所

不安 安心

ニーズに応えない

～多数の選択肢～

○フリースクール

○通信制高校

○サポート校など

求められる要素

これは特に保護者が個々の児童・生徒

の状況（原因・要因）を正確に把握・

理解することが重要である。

○居たくない場所

○居られない場所

～不登校・高校中退～

ニーズに応える

４．児童・生徒の「居場所（学びの場）難民化」を防ぐために

　　－３つの問題提起－

　当学園の児童・生徒数が年ごとに増加しています。当学園の教育理念・

活動に賛同し、児童・生徒から選択される学園であることは喜ばしいこと

ですが、我が国の「不登校児童・生徒数」と「高校中退者数」の高止まり

には何とか歯止めをかけたいと願います。児童・生徒の「学校（居場所・

学びの場）難民化」を防ぐことは喫緊の課題です。

　その観点から、3点の問題提起をします。
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　1点目は、学校観の転換についてです。

　旧来の「（何があっても原則として）児童・生徒が学校に合わせるものだ」

という価値観をそろそろ見直すべきです。社会が急速に多様化し、人々の

価値観も大きく変化しているにも関わらず、保守的な学校は変化・変容を

怠り、時代の変化に対して非常に鈍感であるように感じます。当学園は株

式会社の学園である以上、時代・社会の変化には機敏に対応します。それ

は、最新の機器を取り揃えたり、児童・生徒、保護者の要求に合わせて迎

合したりすることではなく、教育における「不易と流行」を常に念頭に置

きながら、時代や社会に柔軟に対応するということです。

　2点目は、危機感についてです。

　小学校から高校までの期間に、多数の「不登校児童・生徒」「高校中退者」

を出すこと、つまり「学校（居場所・学びの場）難民予備軍」を出すこと

は、やがて、それはニートやひきこもりの問題へと繋がります。それは、

結果的に教育界のみならず日本そして世界が危機にさらされるという危機

感をより持つべきです。教育は将来的な「納税者」を育成する側面を持ち

合わせることからも、若者の社会的自立を確かに約束するような社会的・

教育的環境を整えていくことが急務です。

　3点目は、「不登校」・「高校中退」に対する視点の転換についてです。

　「不登校」や「高校中退」の経験は、その当事者と周囲の人々から「マ

イナスの履歴」と見られることが多くあります。しかし、視点を変えて大

人の場合で考えてみれば、ある一人の大人が「普通」に、そして「しっか

り」と会社に勤めていても「転職」することは当たり前のようにあります。

大人の「転職」は、「スキルアップ」や「挑戦」という言葉が背後にチラ

つくため、発展的というイメージがあるかもしれません。「転職」が「プ

ラスの履歴」となっていくイメージがあります。一方で、子どもの転入・

編入等には「不登校」や「高校中退」という言葉が背後にチラつくため、

「挫折」や「落ちこぼれ」というイメージが強く残り、「マイナスの履歴」

とされがちです。
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　しかし、子どもが「学びの場」を変えること（転入・編入等）も、転じ

た先でより良い生き方ができれば、「プラスの履歴」と捉えられるはずな

のです。それには大人の力が重要です。子どもは大人よりも知識や経験が

浅いものです。「マイナス」を「プラス」に転じさせるためには、周囲の人々

（保護者・地域の大人・教員など）の指導・支援が絶対的に必要となりま

す。矢印をプラスの方向へと向けてあげられるかは、大人の責任と言って

良いでしょう。
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５．松実高等学園  初・中・高等部校舎と卒業生の主な進路先

 


